
　仕様書番号：什器⑰-1

1 【調達物品に関して】

1-1 納入期限は令和5年3月末日とし、搬入工程については当院が契約するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社と協議すること

1-2 公告から納品までの期間内に、提案機種の販売が終了する場合は後継機種を認める

1-3 調達物品は別紙の通りとする

2 【調達機器の搬入・設置に関して】

2-1 養生、搬入、設置、調整、接続、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに掛かる費用の一切を含むこと

2-2 据付設置及び作業が必要な物品は搬入前に現地下見を実施すること

2-3 新築移転に伴う他の納品業者、引越業者との計画作成及び調整に協力すること

2-4 養生、搬入、設置、調整、接続、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの工程表及び搬入車両計画を作成し、

作業日時を当院が契約するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社と調整すること

2-5 作業日時に遅延が生じる場合は事前に連絡すること

2-6 当院が指定した場所に設置し、試運転調整を行うこと

2-7 必要に応じて機器の転倒、落下を防止するための対策を設けること

2-8 搬入据付設置作業で発生する廃棄物は持ち帰り、適切に処分すること

2-9 ｾｯﾄｱｯﾌﾟを要する物品については、当院の担当者と充分協議を行うこと

2-10 設置後の初期動作確認を含めた自主検査を行うこと

3 【取扱い説明に関して】

3-1 必要に応じて、納品後各部署の要望日程に従い取扱説明を行うこと

3-2 納品時に関連する規格･性能･取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること

4 【サービス体制：保守、サポートに関して】

4-1 納品検収月末より1年間の保証期間を有すること

4-2 保証期間が1年未満又は保証期間の設定が無い製品に関してはその旨を報告すること

4-3 調達物品の故障、不具合に対して修理等の対応の連絡体制が整備されていること

仕　様　書

　部署・部屋名 新病院棟各所

　調達機器名 診察台・処置台等備品

　調達数量 一式


